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移転価格税制とは► 設例 〉
置外調運看に調する哨纏書

売上の計上が
漏れていないか？

棚卸資産
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国外関連者
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移転価格税制とは ｝ 

（製造会社） （販売会社）

売上 1,000 

売上原価 600 

売上総利益 400 
販管費 300 

営業利益 100 

棚卸資産 200

► 

売上高営業利益率
(OM)10% 

国外関連者

s社
(P社の100％子会社）

売上
売上原価

売上総利益
販管費

営業利益

50O' 

喫
300 

匹 |(OM)40%
200 

理ヽ由は？

※売上高営業利益率（OperatingMargin。略して「OM」。） ＝営業利益＋売上
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移転価格税制とは戸

売上
売上原価

売上総利益
販管費

営業利益

500 → 

200, 

300 

匹 I (OM)40% 
200 

売上
売上原価

売上総利益
販管費

営業利益
％
 ゜

ーヽ
jM
 ゜
（
 

0060-4080-60 

6

3

2

1

 

-, 
： ●--

売上高営業利益率を比較 C社よりS社が高いのはなぜ？
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＇転価格税制とは

《措法66の4①》
法人が、・・・当該法人に係る国外関連者との間で資産の販売、資産の購入、
役務の提供その他の取引を行った場合に、

i 

当該取引（・・・「国外関連取引」という。）につき、当該法人が当該国外関連者

から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が
当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、

当該法人の当該事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規

定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものと
みなす。

※独立企業間価格 (Arm'slength price : ALP) 
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移転価格税制とは 〉ポイント 〉

移転価格税制とは、J

法人と国外関連者との間の取引（国外関連取引）を

独立企業間価格と異なる価格で行ったことにより、

その法人の所得が減少する場合に、その取引が

4虫立企業間価格で行われたものとみなして
法人税の課税所得を計算する制度

oヽint国外関連取引とは？

（参考：平成29(2017)年6月国税庁作成「移転価格ガイドブック」P6)
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＇転価格税制とは

《 移転価格税制の導入目的 》

海外の特殊関係企業との取引を通じた所得の海外移転に対処し、

適正な国際課税の実現を図るため、移転価格税制が導入されました。

し ちょっと

休憩

（昭和61年度税制改正の解説）

グループ内取引が非関連者間取引と異なる価格によって行われた場合、その結果として所得が一

方の法人から他方の法人に移転し、最終的には、関連企業の租税債務が歪められることとなりま

す。特に各国の税務当局はその管轄外の関連企業と取引を行う企業に対し適切な水準の課税所得

を決定する必要があるので、このようにグループ内取引の価格により、所得が国外に移転されて
いるとみられる揚合には、その取引を正常な状態に引き直して課税所得を算定することによって

租税債務の歪みを取り除く必要があります。

こうした役目を果たすのが移転価格税制です。その歪みの是正の基準となるものが、独立企業

間価格です。

，
 



'国外関連者

（。ご国外関連者とは？ l 
'̀ 法人との間に、 50％以上の株式等の保有関係や
実質的支配関係といった特殊の関係がある外国法

人（措法66の4①)

1親子関係（措令39の12①-)

2 兄弟関係（措令39の12①二）

3 実質支配関係（措令39の12①三）
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'国外関連者

劃直接出資

► 親子関係 >

（日本） （国外）

国外関連者
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国外関連者 ＿ 
・間接出資・連鎖

（日 本） 1(国外）
I 
I 
I 
I 国外関連者

マ

国外関連者

外国法人

C社

※直接出資のみならず、間接出資や出資関係の
連鎖（孫会社など）も含む。

※出資割合を加算（足し算）して50％以上か判定

（掛け算方式ではない。）
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国外関連者 ► 親子関係 ） 

（米国）

国外関連者

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

外国法人
A社

/
 /
 /
 /
 /
 /
 

（日 本）

法人

B社

- -/ 

、（

国外関連者
（英国）

門
13 



'国外関連者

法人

P社

＞ 兄弟関係

（日本） 1 （国外）
I 
I 

①特定事実十②実質的に決定できる関係

I 

50％未満の出資
I 
I 

＞ 実質支配関係 ~ 

国外関連者

嗜『
①特定事実 （措令39の12①三）

I 

役員等の派遣関係
他方の法人役員の2分の1以上又は代表者が、一方の法人役員若しくは使用人
を兼務、又は元役員若しくは元使用人

取引の依存関係 他方の法人がその事業活動の相当部分を一方の法人との取引に依存

資 金 関 係 事業活動の資金の相当部分を一方の法人からの借入又は保証を受けて調達

② ①の特定事実が存在することにより、事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係
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国外関連取引

ヽ
► 定義・具体例 】

Point国外関連取引とは？

” 棚卸資産の販売・購入

役務の提供

無形資産の供与
（ロイヤルティ）

金銭の貸借（利息）
Ill 

国外関連者との間で行う、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引（措法66の4①)~ 
15 



9立企業間価格

《ポイント》

①独立企業間価格とは

②独立企業間価格の具体的な算定方法とは

③比較対象取引の選定とは

16 



ハ▼独立企業間価格y 

国外関連取引が同様の状況の下で非関連者間において行わ
れた場合に成立すると認められる価格

（昭和61年度税制改正の解説）

「当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす
機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の
間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に当該国外関連取
引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法に
より算定した金額をいう」（措法66の4②)

独立企業間価格：ALP(6rm's 1:ength _Erice) 17 



独立企業間価格

《非関連者（第三者）間取引》

（国内） （国外）
- - -

利益2()円 利益30円
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独立企業間価格戸

《国外関連取引》

I 
（国内） l(国外）

I 
I 
I 
I 

利益40円

品
円
製

50

9

,

:

1

ロ

9
9

、
、
’
~
、
'
~
‘
'
,

,~~•‘,‘ 

《非関連者（第三者）間取引》
• (.,. 

利益30円
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9立企業間価格戸 菩：

’‘V＋一＾

TPM: Iransfer Ericing Method 
移転 価格 算定方法

《基本三法》
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独立企業間価格 .... 心 〉
《その他の方法》

I 算定方法 麗；lllll1／嘉lllllllIIl|1l ”lli,111 ，IIl11 ＇1 □1・  

21 



9立企業間価格
・l 各算定方法のイメージ
i 号

国外関連取引

取引価格を比較
（独立価格比準法）

売上総利益率又は

売上原価売上総利益率

を比較

（再販売価格基準法

•原価基準法）

営業利益率を比較

（取引単位営業利益法）

※利益分割法は、 P社とS社の利益を分割する方法、 DCF法は割引率等を基に算定する
方法であるため、上の図には当てはまらない。
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り疇独立企業間価格 コ血凰一置ー

•l 最も適切な方法の検討手順

法人及び国外関連者の事業内容等の検討 l 

国外関連取引の内容等の検討 ） 

［ 内部の非関連者間取引及び外部の非関連者間取引に係る情報源の検討 ） 

比較対象取引候補の有無の検討 ］ 

〉

各算定方法(CUP法等）の適用可能性の検討 、

'

移転価格税制の適用に当たっての参考事例集（以下、「事例集」）【事例 1 】«解説~2図 1 より）
23 



独立企業間価格 ► ALPと丘〉 旱

• 最も適切な方法の検討において必要なこと

国外関連取引

平成13年6月1日査調7-1ほか「移転価格事務運営要領（事務運営指針）（以下「指針」）4-1 24 



9立企業間価格 --血四匹——弄

・l 国外関連取引の内容の的確な把握
► ALPと丘〉

①棚卸資産の種類、役務の内容等
②売手又は買手の果たす機能

（負担するリスク、使用する無形資産のうち重要な価値のあるもの等も考慮）

③契約条件
④市場の状況
（取引段階、取引規模、取引時期、政府の政策の影響等も考慮）

⑤売手又は買手の事業戦略（市場への参入時期等も考慮）

（措通66の4(3)-3)

25 



► ALPとはー）独立企業間価格 W!11匹血~ー車

・l 最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項

① ALPの算定における各算定方法の長所及び短所

②国外関連取引の内容及び当事者の果たす機能等に対する

各算定方法の適合性

③各算定方法を適用するために必要な情報の入手可能性

④国外関連取引と非関連者間取引との類似性の程度

（措通66の4(2)-1)
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り.,.独立企業間価格i 菩：

・検証対象法人の決定 ｀ 
検証対象法人

PL 

売上 100 

原価 50 
販管費 30 

営利 20 

(OM20%) 

OM：売上高営業利益率

. PL 

売上 200 

原価 120 

販管費 60 
営利 20 

(OM10%) 

※比較可能性が十分な非関連者間取引を見出す観点から、機能分析に基
づき、より単純な機能を果たすと認められる方を検証対象の当事者とするこ
とが望ましい。（事例集【事例1】《解説》3（参考2)(2))。 27 



独立企業間価格 》ALPと1:〉
・検証対象法人の決定

検証対象法人

28 



独立企業間価格戸 ジ

〇比較対象取引とは

•独立企業間価格の算定の基礎となる取引（措通66の4(3)-1)

・国外関連取引との類似性の程度が十分な非関連者間取引

（措法66条の4②、措令39条の12⑥⑦⑧)

・内部比較対象取引と外部比較対象取引

29 



独立企業間価格 .... .l,.・ 

• 内部比較対象取引

＞算定方法｀ど雪二？コ

法人 1 
国外関連取引

一ヽ
一比較対象取引

‘‘/’¥、... 、□疇胃
ヽ

※内部比較対象取引は、取引に関する情報を法人又は国外関連者が有し
ていることから、比較対象取引に該当するかどうかの判断は比較的容易な場
合が多い（事例集【事例1】《解説》4)。 30 



独立企業間価格
• E 〉雪コ

外部比較対象取引

国外関連取引

1 法 人 1 

-------う鬱

外部比較対象取引

31 



独立企業間価格

・l スクリーニング
＞冒四令

比較対象取引候補

（母集団）-． 
I定量的基準

、 9,99 " ~"  99-9 9 99← • • • • " • ~―`  9999  9 ・9  • • 9 9 9 • 9 99  9 99→ 9 • • • 9 • 9"  " 9-9 9 • 9 9 9 9 ~9  9 9 99→ヽ←マ 9 • m m 9 9 m " " - • ←● ← m ←→ "→ → 

,........ ~ i企業情報データベース、同業者団体等の業界情報 l 
iから抽出（所在地国、業種分類コードなど）
L:.:.... ::: .. ::::-.:.:::-... ::.:.:.. :::::... ::::::::.:.. :..:.:.:::::.:.:: .. :.~.~........... :..... ::... ::.:................................ l 

•
-
―
一
ー
・

」
定性的基準

畢

I....... J・ロ五‘‘̀ 屋・̀ ‘::•五丘畜．；．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．：
l（売上高の規模、研究開発費比率など）
;.........................................................................................................................,......... ・・・・・・・ • I 

I・・・・・・・．［定m五によ尋如玉丘なしヽ観瓜によ否除ぷ．．．．．．i
l（取扱製品や機能の類似性）
:...........................................................................................................................................l 

比較対象取引 l……•99比較可能分析の結果、残存 32 
L.................................. :....................................................................................................... = 



卜独立企業間価格

・l スクリーニング
〗百万

①定量的基準の例＝以下の事象による影響を排除＝

•取引規模や事業規模等の違い（売上高、資産、従業員数等の規模）

・機能の相違や価値ある無形資産の保有

（売上高に対する研究開発費、広告宣伝費等の割合の基準）

・販売市場の違い等（輸出割合等の基準）

②定性的基準の例＝定量的分析になじまないもの＝

・事業戦略の違い

•取扱製品の違い

・事業を遂行するための機能の違い等

（事例集【事例1】《解説》4（参考）図3)
33 



“..独立企業間価格；置置置9〗'::::｀顧戸＝
スクリーニングにおいて検討すべき諸要素

①棚卸資産の種類、役務の内容等

②売手又は買手の果たす機能

叉雪つ

（負担するリスク、使用する無形資産のうち重要な価値のあるもの等も考慮）

③契約条件

④市場の状況

（取引段階、取引規模、取引時期、政府の政策の影響等も考慮）

⑤売手又は買手の事業戦略（市場への参入時期等も考慮）

（措通66の4(3)-3) 34 



り疇独立企業間価格コ血四四一一垂

・l比較対象取引が複数存在する場合

各利益率に基づき算定した価格は、
いずれもALPといえる？

｀ 
〉
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ハ疇独立企業間価格鱈
・=-'" 

苧 ど雪→
｀ 

•原則として、平均値に基づきALPを算定

・中央値など、比較対象取引の価格又は利益率の分布状況等に応じた金狸
的な値が他に認められる場合は、これを用いて独立企業間価格を算定

（指針4-8)

36 



独立企業間価格戸

＊国外関連者：10.7%

A社：3.8％吋上限値

:3.3% 

:3.1% 

均値：3．0%
● D社：2.7%

• E社：2.1%｛三王：

〉

ALP幅
（レンジ）

調査の場合、（原則として）平均値に基づいてALPを算定 37 



独立企業間価格 =.I.I■• 三

A社：3.8％｛上限値

゜＊国外関連者：3．6%
● C社：3.

● D社：2．7% ＇ゞ

C E社：2．1％ミ下限値

〉

ALP幅
（レンジ）

レンジの中に国外関連取引の対価の額があるときは、当該国外関連取引に
ついては措置法第66条の4第1項の規定の適用はない

（措通66の4(3)-4)

38 



ハ疇独立企業間価格i し9■J,.. 冒99F

• まとめ（検討過程の全体像）

1国外関連取引の把握
資産の種類、内容の検討
市場の状況、契約条件
事業戦略等の検討

畢

内部・外部比較対象取引
情報の入手可能性

1機能分析（取引検討） 機能・リスクの分析取引単位の検討等

閤題取引との類似性・差異調整等 畢

1比較対象取引の検討I • 
蛉 I検証対象法人の決定I
畢 移転価格算定手法 CTPM) • 
利益水準指標（PLI)の決定

1 最適な手法の決定

” ：•こーしi
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匹独立企業間価格~匹.iiii111'!!—·-弄

最初の問題を考えてみよう！

： --
"

i

 

.

.

.

 

q
 

,."J .. "'’’― 99 ..=-“ 

（製造会社）

棚卸資産 200

（国外関連取引）

売上

売上原価

売上総利益

販管費

営業利益

塾
400 売上高営業利益率

塁 ’(OM)10%
100 

売上

売上原価

売上総利益

販管費

営業利益

500 

2_QQ 
300 

堕J (OM)40% 
200 
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り疇独立企業間価格戸
最初の問題を考えてみよう！
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哀
売上原価—~ ~ ~ 

売上総利

販管費

営業利益

500-200-300100200 

→ 350 

→ 50 

売上

売上原価

売上総利益
販管費

営業利益

600' 

360 

240 
180 
60 

売上高営業利益率
・ (OM)40%

営業利益が50（売上500X比較対象取引のOM10%)と
なるように国外関連取引の価格を是正
【売上高500ー（適正利益50十販管費100)=ALP350】

売上高営業利益率
(OM)10% 
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► 文書化制度 、その他の諸制度

•l 文書化制度とは
〇移転価格に係る文書化制度

独立企業間価格の算定根拠となる文書の作成・保存を納税者で

ある企業に義務付ける制度

〇導入の背景
BEPS（税源浸食と利益移転：BaseErosion and Profit Shifting) 

プロジェクトの議論を踏まえて、平成28年度税制改正により整備

（参考：平成28年度税制改正の解説）
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► 文書化制度： その他の諸制度

劃文書化制度の概要 （「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし」を加工）

----------------_.. :・1.r------------.,. ... 
(CbCレポート）

(i)最終親会社：I②国別報告事
等届出事項 I 

0最終親会社 1 
等に関する情：
、報

：こjt

（マスターファイル） ； ： （ローカルファイル）

~＇さ；；，、•.'，＇、ゞ 9, 9 ＼娑

! ; 'v  i l i 
r : :、;.: 5、げ‘ゞ対｝

I ; 

声：／＇［
’～ー・ーー•---• --•一...........・一ーし.........・...............................・ぷー・.........・...............) しー、一ー・ー一ー・一“▼---•一―`―ー・日ロ・日ー―⇔ -----} -; 

、...--- 《BEPSプロジェクトで勧告された三種類の文書》 ----，， 
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► 文書化制度） 9その他の諸制度
• 多国籍企業グループが作成する文書［提供方式：e-Tax]

グローバルビジネスに関する
定量坐l情報

グローバルビジネスに関する
定住的情報

戸 ：／ 、、、、＇、、、、、、、、、、、ート）

►従業員数 ｝料t＼喜｀｛霞：＆＼翠 と＇了翠 ＼ 、 ＄ 

＞有形資産額
►主要事業

［犀芋讐贔］ 最終親会計年度の終了の日:翌日から1年以内に提供:------------------------~J....... ~'.~~~.~~-~-~-~~~~-~-'~:~:... J.. ! 44 



その他の諸制度 ► 文書化制度） 

• 国外関連取引を行った法人が作成する文書
通称

「ローカルファイル」

（措法66の4⑥、⑦、⑫、⑭、⑰、⑱) 45 



，その他の諸制度 ► 文書化制度＿ー〉► 別表17(4)、
~/ 

劃疇17(4)国外関連者に関する明細書

（措法66の4⑮、措規22の10⑬)

主な記載事項

(1)国外関連者の名称等

•名称、所在地、主たる事業、従業員数、

直近事業年度の営業収益等

(2)国外関連者との取引状況等

．棚卸資産の売買の対価、役務提供の対価、

有形固定資産の使用料、無形固定資産の使用料、

貸付金の利息又は借入金の利息

別表17(4)の添付状況の検討に関しては、指針3-3参照。

国外襲運書に襲する明編書 ほ祐~
名 零

国
Xは＊.. 事葛ヒる幻罰 国名又~は地域，名

所在地
●買

~/ 外~ ヽ

主 た る 専 窯

従．稟 員 £ 叢

lllJ 贄本金の額又は出資企〇額

符誅，，関路，，区分庫 蘊溢罵

述 保 宥

｀ 霰式等の深宥躙合被保打
咄

名 羹天閲ー外囀の蘭肴，，這に囀伐＂よ樟る宵

ゞ

事 窯 年ク→
減

¢ 
近 岱窯収益Xf売口高 ＼ 

日 Z＇ 包｝ ｛． 

nt 
稟 k Iii 

口万円｝ ！ 

名 年
貨震費用
虻 E討らば

:;;’．団‘れい

，，ヽ

杓
常
営 稟 利 益（ ＝．、万円） l 

窯
収
役!JI煎ハ［和l益「／

マ‘、2『 n,i, 

益

等 等 .ヽ. ＇ 
二万~ F{ Jヽ．

ヽ ー四珀 ヽ

↓ ｀覇餞9賣の牽対価，， 竺支ー一整払-・-,.・・-}・---..:'!:.':. 
算定方・

外
支受 払取

口万Pi

閲 役＂ 務対提 供鍼i
算定方法

逃
や ’*・占 9.  .... ..ヤー

受 取 F加
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艮
・
その他の諸制度 〉別表17(4)〉
事前確認（APA:Advance EricingArrangement) 

制度I納税者の申出に基づき、その申出の対象となった国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法
及びその具体的内容について、税務署長等が事前に確認を行うこと

目的移転価格税制に関する納税者の予測可能性の確保

効果事前確認を受けた法人が、確認事業年度において事前確認の内容に適合した申告を行っている場合
には、事前確認の対象となっている取引（確認対象取引）については、移転価格課税が行われない

【バイAPAの場合の基本的な手続きの流れ（イメージ）】

・バイAPA（バイラテラル・ニ国間の）：相互協議を伴うAPA

・ユニAPA（ユニラテラル・単独の） ：相互協議を伴わないAPA

参考：国際税務関係情報／移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談（国税庁HP) 47 



戸その他の諸制度

・l相互協議
ト ロ

相互協議とは、納税者が移転価格課税などの租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る
と認められる場合において、その条約に適合しない課税を排除するため、条約締結国の税務当局間で解決
を図るための協議手続き

一 一

国税庁相互協議室

（日本）
＼ 相互協議
l.  l'9/ 

（相手国）

相互協議の申立

納税肴―-| 国外関連者l 
参考：国際税務関係情報／相互協議（国税庁HP)
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（参考資料等）
► 法令等→事務運営指針→移転価格事務運営要領の制定
について（事務運営指針）
・移転価格事務運営要領

戸◇，産全箆，，宰務運堂括針／』移畔字器運営至領の制定について（宰務遅営指針）

► 法令等→事務運営指針→移転価格事務運営要領の制定
について（事務運営指針）
・別冊移転価格税制の適用に当たっての参考事例集

国税長殿

沖縄国税串務所長忌

移転価格事務運営要領の制定について（事務

下の方ヘスク
ロー）レ

（別添）

移転価格李琺差茎圭領

第1章字芸乃r臼な方針

第這聾置

第4章独す・

第5亘

第6奎

•界11!11移薪価格和網の搾用に当かって＂；苓呼I等 {PD亡9ァイJ似17砧KBl
-..ー^~••ご凸＾←- ｀ー·ー＾立吐お,-...,,.=..山＝ヽ＾＾c‘→-J 99’"”V•ヽ
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（参考資料等）
〇国税庁HP

A
 
税の情報・手続・用紙→税について調べる

→移転価格税制関係

・移転価格ガイドブック～自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向
けて～

→国際税務関係情報

多国籍企業惜報の報告

三＝ム枷””§べヰ4暉＇

国際税務関係悟報

国ド夕）レプラン

OECO僅済日力闘蘊田のBEPS（ぬ父白0年・心PmntSh叩叩 9税翠遷食a荘謬転）プ

ロジェク区り釘（行IiB 「多囚起直信霰の文!!il:J)を濾まえ、平広2呼宴税愕改正により、多

冨紐霞靭紐霊（最暉練蒻叫覗疇顧匹及潤鵡翠碍薗饉備訊ま

したこれらの窟出事珂や羅告釦血、国税疇一子叩臼・納税システム（cT必により、所Fゃ戸を具

提^供します．

／：、｝ゾ、）く／ ｝ 

fう
へ、=、-、‘：: }‘‘/  ~ 

ーご：

-~ (O四I中く自
コーナー」‘:){} }、}

k認議はごぢろ、

、、

•謬磁研切イドプック→呻釦呻亨丁：・プライ元
•芯阻即トヰ叩心苧

9塾寧
・紅卸匹Ilコn-9年／匹四l

／ ｝＇く 9し り‘

：ヽ、：／ ~、’へ：／ ｝ ｝／‘： :、}~、}、‘/ /、9、/~ :文

芦•阿ド工～ ’ 

疇情報等 //-ヽ／亡ヽ／ ：り
ヽ~り｝、、、；ち＾へ9:

．呻屑吋r累1, 杯寸·柳1烹「ぷ如心和 •I I平約祁年6日1

： 企 るた三T-ルフがJしl心に如9T

►
 
税の情報・手続・用紙→税
について調べる→国際税
務関係情報→移転価格税
制関係→多国籍企業情報
の報告→関連情報等

・移転価格税制に係る文書
化制度に関する改正のあら

まし

・移転価格税制に係る文書
化制度（FAQ)

•独立企業間価格を算定す
るために必要と認められる
書類（ローカルファイル）作成
にあたっての例示集

|- --
.とU叫柑澤令 loぃ
●ヽ fH IIN血宣令磁町＾l

/---l ► 税の情報・手続・用紙→税について調べる→国際税務関係情報→
国際会議→ OECD租税委員会(CFA) → OECD租税委員会のプレスリリース
→移転価格税制関連情報

•OECD移転価格ガイドライン so 



これで、移転価格税制の概要研修を終了します。

受講後テスト及びアンケート入力を行ってください。

質問がある場合は、国際調査管理課調査サポート
担当まで連絡してください。
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